
事  務  連  絡 

令和 7年 4月 11 日 

地区薬剤師会 ご担当者 様 

公益社団法人 東京都薬剤師会 

 

  日本薬剤師会を通じ厚生労働省より「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」

連絡が参りました。 

  つきましては、会務ご多忙の折誠に恐縮ですが、貴会会員にご周知をお願いいたします。 

  

 

○写  

日薬業発第 4 9 9 号 

令和７年３月 2 5 日 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長  森   昌平 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

平素より、本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたの 

でお知らせいたします。 

本連絡は、新医薬品の薬価基準収載等（令和７年厚生労働省告示第 58 号）及び 

費用対効果評価の結果に基づく価格調整等の薬価（同告示 59 号）等に関するもの 

です。 

今般、一部の医薬品には薬価基準の一部改正に伴う留意事項が示され、「診療報 

酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３月５日 

付け保医発 0305 第４号）が改正され、在宅医療における自己注射等のために投与 

される薬剤にベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ 

製剤が追加されました。 

今回の一部改正は、令和７年３月 19 日より順次適用となりますが、同告示 59 号 

の改正規定は、令和７年４月１日又は同年６月１日から適用されるとのことです。 

つきましては、貴会会員にご周知くださるようお願い申し上げます。 



事 務 連 絡 

令和７年３月 18 日 

 

 

 

別記関係団体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

 

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管

課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。 

 

 

  



保医発 0318 第 4 号 

令和７年３月 18 日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課長      

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」とい

う。）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が令和７年厚生

労働省告示第58号、令和７年厚生労働省告示第59号及び令和７年厚生労働省告示第60号を

もって改正され、令和７年３月19日から適用（ただし、令和７年厚生労働省告示第59号の

改正規定は、令和７年４月１日又は同年６月１日から適用）することとされたところです

が、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査

支払機関等に対して周知徹底をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 薬価基準の一部改正について 

(１) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年

法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承

認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬４品目及び注射薬 15 品目）

について、薬価基準の別表に収載したものであること。 

 

(２) (１)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで

あること。 

 



 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 ７，４０５ ３，６６８ ２，０８２ ２７ １３，１８２ 

 

(３) (１)により令和７年４月１日から適用される薬価基準の別表に収載されている全

医薬品の品目数は、それぞれ次のとおりであること。 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 ６，９０４ ３，４３９ １，９７４ ２７ １２，３４４ 

 

(４) 「薬価算定の基準について」（令和６年２月 14 日付け保医発 0214 第１号）第３

章第 11節１の規定に該当し、費用対効果評価が実施された品目（内用薬１品目）に

ついて、その評価結果に基づき、価格調整を行ったものであること。 

 

(５) （４）による価格調整後の薬価は、令和７年６月１日から適用されるものであり、

それまでは従来の薬価が適用されること。 

 

２ 掲示事項等告示の一部改正について 

ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤について、掲

示事項等告示第 10第１号の「療担規則第 20条第２号ト及び療担基準第 20条第３号トの

厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものである

こと。 

 

３ 特掲診療料告示の一部改正について 

ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤について、特

掲診療料の施設基準等別表第９「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加

算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたもの

であること。また、ロザノリキシズマブ製剤について、別表９の１の３「注入器加算に

規定する注射薬」の対象外の薬剤及び別表９の１の５「注入ポンプ加算に規定する注射

薬」として定めたものであること。 

 

４ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(１) ウプトラビ錠小児用 0.05mg 

本製剤は、既に薬価収載後１年以上経過している「ウプトラビ錠 0.2mg 及び同錠

0.4mg」（以下「既収載品」という。）と有効成分が同一であり、今般、既収載品にお

いて小児における用法・用量が追加されたことに伴い、当該用法・用量に必要とな

る製剤として承認された剤形追加医薬品であることから、掲示事項等告示第 10第２

号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限（14 日間を限度とする。）は適用さ

れないものであること。 

 



 

(２) ゼポジアカプセル 0.92mg、同カプセルスターターパック 

① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において、他の薬

物療法（5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド等）で適切な治療を行っても、疾

患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤を投与すること。」とされてい

るので、使用に当たっては十分留意すること。 

② 本製剤の用法・用量は、「通常、成人にはオザニモドとして１～４日目は 0.23mg、

５～７日目は 0.46mg、８日目以降は 0.92mgを１日１回経口投与する。」とされて

いるが、１日目から７日目までの分を１包装としたゼポジアカプセルスターター

パックについては、原則、パックの形態で１回で処方されるものであるため、

0.23mg カプセル及び 0.46mg カプセルの区別なく、本製剤（スターターパック１

包装分）の薬価を１日分の額に換算して、以下に示す例を参考に請求を行うこと。 

例） ゼポジアカプセルスターターパック １カプセル 

１日１回 ７日分 

 

(３) クアルソディ髄注 100㎎ 

本製剤の効能又は効果に関連する注意において「臨床試験に組み入れられた患者

の SOD1遺伝子変異の種類、疾患進行速度等の背景及び試験結果を熟知し、本剤の有

効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。」とされている

ので、使用に当たっては十分留意すること。 

 

(４) ファセンラ皮下注 30mgシリンジ、同皮下注 30mgペン 

① 本製剤の自己注射は４週間を超える間隔で投与する場合は認められないこと。 

② 本製剤はベンラリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対

して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第

59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。また、好酸球性多発血管

炎性肉芽腫症の患者に対して用いた場合に限り算定できるものであること。 

③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加

算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。 

④ ファセンラ皮下注 30mgペンは、既に薬価収載後１年以上経過している「ファセ

ンラ皮下注 30mgシリンジ」（以下「既収載品」という。）と有効成分が同一であ

り、今般、既収載品において好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に係る効能・効果及

び用法・用量が追加されたことに合わせ、当該用法・用量に必要となる製剤とし

て承認された医薬品であることから、掲示事項等告示第 10第２号(一)に規定する

新医薬品に係る投薬期間制限（14日間を限度とする。）は適用されないものであ

ること。 

 

(５) ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス、同皮下注５mg アテオス、同皮下注 7.5mg

アテオス、同皮下注 10mgアテオス、同皮下注 12.5mgアテオス、同皮下注 15mgアテ

オス 



 

① 本製剤はグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド受容体アゴニスト

及びグルカゴン様ペプチド-１受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っ

ている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20年厚

生労働省告示第 59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）

区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 

② 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅

自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は

算定できないものであること。 

 

(６) ダトロウェイ点滴静注用 100mg 

① 本製剤の効能・効果は「化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつ HER2陰性の

手術不能又は再発乳癌」であることから、ホルモン受容体陽性及び HER2陰性を確

認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。 

なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の

初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。 

② 本剤の効能又は効果に関連する注意において、「アントラサイクリン系抗悪性

腫瘍剤又はタキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴のある患者を対象とすること。」

とされているので、過去に実施したアントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤又はタキ

サン系抗悪性腫瘍剤による治療歴を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

 

(７) テクベイリ皮下注 30mg、同皮下注 153mg 

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤による治療は、免疫調節薬、

プロテアソーム阻害剤及び抗 CD38 モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも３つ

の標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とすること。」とされている

ので、使用に当たっては十分留意すること。 

 

(８) ルンスミオ点滴静注１mg、同点滴静注 30mg 

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤による治療は、抗 CD20 モ

ノクローナル抗体製剤を含む少なくとも２つの標準的な治療が無効又は治療後に再

発した患者を対象とすること。」及び「十分な経験を有する病理医により、Grade1～

3A と診断された患者に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分

留意すること。 

 

(９) ヒムペブジ皮下注 150mgペン 

① 本製剤はマルスタシマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対

して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第

59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 

② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加

算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。 



 

 

(10) リスティーゴ皮下注 280mg 

本製剤はロザノリキシズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に

対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」（平成 20年厚生労働省告示

第 59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 

 

５ 関係通知の一部改正について 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３月５

日保医発 0305第４号）の一部を次のように改正する。 

① 別添１第２章第２部第２節第１款Ｃ１０１の(23)の次に次のように加える。 

(23) ベンラリズマブ製剤については、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に

対して用いた場合に限り算定する。 

② 別添１第２章第２部第３節Ｃ２００(１)中「及びメコバラミン製剤」を「、メコ

バラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ

製剤」に改める。 

③ 別添３区分０１(５)イ中「及びメコバラミン製剤」を「、メコバラミン製剤、ベ

ンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤」に改める。 

④ 別添３別表２中「及びメコバラミン製剤」を「、メコバラミン製剤、ベンラリズ

マブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤」に改める。 

⑤ 別添３別表３中「メコバラミン製剤」の次に「ベンラリズマブ製剤」、「マルス

タシマブ製剤」及び「ロザノリキシズマブ製剤」を加える。 



（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 薬価

1 内用薬 ウプトラビ錠小児用0.05mg セレキシパグ 0.05mg１錠 443.50

2 内用薬 ゼポジアカプセル0.92mg オザニモド塩酸塩 0.92mg１カプセル 4,792.80

3 内用薬 ゼポジアカプセルスターターパック オザニモド塩酸塩 １シート 12,313.30

4 内用薬 ブルキンザカプセル80mg ザヌブルチニブ 80㎎１カプセル 6,636.10

5 注射薬 クアルソディ髄注100㎎ トフェルセン 100㎎15mL１瓶 2,788,883

6 注射薬 ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス チルゼパチド 2.5mg0.5mL１キット 3,067

7 注射薬 ゼップバウンド皮下注５mgアテオス チルゼパチド ５mg0.5mL１キット 5,797

8 注射薬 ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス チルゼパチド 7.5mg0.5mL１キット 7,721

9 注射薬 ゼップバウンド皮下注10mgアテオス チルゼパチド 10mg0.5mL１キット 8,999

10 注射薬 ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス チルゼパチド 12.5mg0.5mL１キット 10,180

11 注射薬 ゼップバウンド皮下注15mgアテオス チルゼパチド 15mg0.5mL１キット 11,242

12 注射薬 ダトロウェイ点滴静注用100mg
ダトポタマブ　デルクステカン（遺伝子組換
え）

100㎎１瓶 311,990

13 注射薬 テクベイリ皮下注30mg テクリスタマブ（遺伝子組換え） 30mg３mL１瓶 216,930

14 注射薬 テクベイリ皮下注153mg テクリスタマブ（遺伝子組換え） 153mg1.7mL１瓶 1,081,023

15 注射薬 ヒムペブジ皮下注150mgペン マルスタシマブ（遺伝子組換え） 150mg１mL１キット 883,108

16 注射薬 ファセンラ皮下注30mgペン ベンラリズマブ（遺伝子組換え） 30mg１mL１キット 351,731

17 注射薬 ブリィビアクト静注25mg ブリーバラセタム 25mg2.5mL１瓶 2,450

18 注射薬 ルンスミオ点滴静注１mg モスネツズマブ（遺伝子組換え） １mg１mL１瓶 83,717

19 注射薬 ルンスミオ点滴静注30mg モスネツズマブ（遺伝子組換え） 30mg30mL１瓶 2,393,055

Ｎｏ

薬価基準告示



 

（参考２） 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働告示第60号）の一部改正 

（令和７年６月１日より適用） 

 

（単位：円） 

医薬品コード 品     名 規 格 単 位 現行薬価 調整後薬価 

3999060M1022 リットフーロカプセル50mg 50mg１カプセル 5,802.40 5,584.30 

 



（参考：新旧対照表） 

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３月５日付け保医発 0305第４号） 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別添１ 

第２章特掲診療料 

第２部在宅医療 

第２節在宅療養指導管理料 

第１款在宅療養指導管理料 

１～13 （略） 

Ｃ１００ （略） 

Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料 

(１)～(22) (略) 

(23) ベンラリズマブ製剤については、好酸球性多発血管炎

性肉芽腫症の患者に対して用いた場合に限り算定する。 

Ｃ１０１―２～Ｃ１２１ (略) 

第２款 (略) 

第３節薬剤料 

Ｃ２００薬剤 

(１) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与するこ

とができる。 

【厚生労働大臣の定める注射薬】 

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

別添１ 

第２章特掲診療料 

第２部在宅医療 

第２節在宅療養指導管理料 

第１款在宅療養指導管理料 

１～13 （略） 

Ｃ１００ （略） 

Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料 

(１)～(22) (略) 

（新設） 

 

Ｃ１０１―２～Ｃ１２１ (略) 

第２款 (略) 

第３節薬剤料 

Ｃ２００薬剤 

(１) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与するこ

とができる。 

【厚生労働大臣の定める注射薬】 

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人



血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合

体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放

出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー

形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中

心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、イン

ターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩

酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプ

チド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎

臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジ

ンＩ２製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント

製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複

方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾン

リン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステ

ルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステ

ルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、Ｈ２ 遮断剤、カル

バゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、

フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、

プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グ

リチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベ

ポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカ

ルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴ

ル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプ

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合

体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放

出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー

形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中

心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、イン

ターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩

酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプ

チド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎

臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジ

ンＩ２製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント

製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複

方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾン

リン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステ

ルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステ

ルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、Ｈ２ 遮断剤、カル

バゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、

フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、

プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グ

リチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベ

ポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカ

ルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴ

ル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプ



ト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、

電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ ア

ルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマ

ブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ

製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、

エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュ

ピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グ

ルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコル

チゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト

von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ 

アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダー

ゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラー

ゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製

剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製

剤、ラロニダーゼ製剤 、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、

テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製

剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ

製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸

塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベー

ター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チル

ゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビ

ドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アル

ファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマ

ブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプ

ランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、

ト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、

電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ ア

ルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマ

ブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ

製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、

エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュ

ピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グ

ルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコル

チゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト

von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ 

アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダー

ゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラー

ゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製

剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製

剤、ラロニダーゼ製剤 、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、

テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製

剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ

製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸

塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベー

ター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チル

ゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビ

ドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アル

ファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマ

ブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプ

ランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、



オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド 

アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミ

ン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、

ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテイン

Ｃ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシ

マブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤 

 

(２)～(６) (略) 

 

別添３ 

区分０１ 薬剤調整料 

(１)～(４) (略) 

(５) 注射薬 

ア (略) 

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因

子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロ

ニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、イン

オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド 

アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミ

ン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、

ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテイン

Ｃ製剤及びメコバラミン製剤 

 

 

(２)～(６) (略) 

 

別添３ 

区分０１ 薬剤調整料 

(１)～(４) (略) 

(５) 注射薬 

ア (略) 

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因

子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロ

ニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、イン



ターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、

グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、

ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、

生理食塩水、プロスタグランジンＩ２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、

エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリ

プタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製

剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナト

リウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナト

リウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチ

ル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチ

ルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウ

ム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、

エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレ

ナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤

及びセルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプ

チン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、

アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳

剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、

アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリ

ムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ

製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インス

リン・グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒド

ターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、

グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、

ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、

生理食塩水、プロスタグランジンＩ２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、

エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリ

プタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製

剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナト

リウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナト

リウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチ

ル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチ

ルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウ

ム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、

エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレ

ナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤

及びセルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプ

チン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、

アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳

剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、

アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリ

ムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ

製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インス

リン・グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒド



ロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒ

ト von Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼア

ルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼア

ルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、

エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリ

パーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニ

ダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグル

チド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシ

ビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチ

ド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシ

ズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネ

ズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキ

ズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグ

バリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシ

ダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペ

グセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマ

ブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマ

ブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ 

アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、

ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、

乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマ

ブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤）に限

る。 

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、

「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒ

ロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒ

ト von Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼア

ルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼア

ルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、

エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリ

パーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニ

ダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグル

チド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシ

ビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチ

ド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシ

ズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネ

ズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキ

ズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグ

バリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシ

ダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペ

グセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマ

ブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマ

ブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ 

アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、

ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、

乾燥濃縮人プロテインＣ製剤及びメコバラミン製剤）に限る。 

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、

「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒ

ドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、か

つ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必



ドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、か

つ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必

要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限

る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻

薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注

射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬

剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医

の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。 

 

ウ～オ (略) 

(６)～(13) (略) 

 

別表２ 

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合

体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺

刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナド

トロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒

球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製

剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗

悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容

体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、

要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限

る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻

薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注

射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬

剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医

の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。 

 

 

 

ウ～オ (略) 

(６)～(13) (略) 

 

別表２ 

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合

体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺

刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナド

トロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒

球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製

剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗

悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容

体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、



ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸

モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、

アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘ

パリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズ

マブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、ア

バタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、ア

リロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリ

ムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマ

ブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチ

ド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ

ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因

子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製

剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ガルカネズマ

ブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製

剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃

縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メト

トレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホ

スレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製

剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン

製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼ

ペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エ

フガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配

合剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロ

ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸

モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、

アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘ

パリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズ

マブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、ア

バタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、ア

リロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリ

ムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマ

ブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチ

ド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ

ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因

子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製

剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ガルカネズマ

ブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製

剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃

縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メト

トレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホ

スレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製

剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン

製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼ

ペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エ

フガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配

合剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロ



テインＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マル

スタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤の自己注射のた

めに用いるディスポーザブル注射器（針を含む。） 

○ 万年筆型注入器用注射針 

○ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」の別

表のⅠに規定されている特定保険医療材料 

 

別表３ 

インスリン製剤 

ヒト成長ホルモン剤 

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。） 

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 

性腺刺激ホルモン製剤 

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 

ソマトスタチンアナログ 

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 

インターフェロンアルファ製剤 

インターフェロンベータ製剤 

ブプレノルフィン製剤 

テインＣ製剤及びメコバラミン製剤の自己注射のために用い

るディスポーザブル注射器（針を含む。） 

 

○ 万年筆型注入器用注射針 

○ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」の別

表のⅠに規定されている特定保険医療材料 

 

別表３ 

インスリン製剤 

ヒト成長ホルモン剤 

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。） 

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 

性腺刺激ホルモン製剤 

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 

ソマトスタチンアナログ 

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 

インターフェロンアルファ製剤 

インターフェロンベータ製剤 

ブプレノルフィン製剤 



抗悪性腫瘍剤 

グルカゴン製剤 

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト 

ヒトソマトメジンＣ製剤 

エタネルセプト製剤 

ペグビソマント製剤 

スマトリプタン製剤 

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤 

アダリムマブ製剤 

テリパラチド製剤 

アドレナリン製剤 

ヘパリンカルシウム製剤 

アポモルヒネ塩酸塩製剤 

セルトリズマブペゴル製剤 

トシリズマブ製剤 

メトレレプチン製剤 

アバタセプト製剤 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤 

アスホターゼ アルファ製剤 

グラチラマー酢酸塩製剤 

セクキヌマブ製剤 

エボロクマブ製剤 

ブロダルマブ製剤 

アリロクマブ製剤 

抗悪性腫瘍剤 

グルカゴン製剤 

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト 

ヒトソマトメジンＣ製剤 

エタネルセプト製剤 

ペグビソマント製剤 

スマトリプタン製剤 

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤 

アダリムマブ製剤 

テリパラチド製剤 

アドレナリン製剤 

ヘパリンカルシウム製剤 

アポモルヒネ塩酸塩製剤 

セルトリズマブペゴル製剤 

トシリズマブ製剤 

メトレレプチン製剤 

アバタセプト製剤 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤 

アスホターゼ アルファ製剤 

グラチラマー酢酸塩製剤 

セクキヌマブ製剤 

エボロクマブ製剤 

ブロダルマブ製剤 

アリロクマブ製剤   



ベリムマブ製剤 

イキセキズマブ製剤 

ゴリムマブ製剤 

エミシズマブ製剤 

イカチバント製剤 

サリルマブ製剤 

デュピルマブ製剤 

インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤 

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤 

遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤 

ブロスマブ製剤 

メポリズマブ製剤 

オマリズマブ製剤 

テデュグルチド製剤 

サトラリズマブ製剤 

ガルカネズマブ製剤 

オファツムマブ製剤 

ボソリチド製剤 

エレヌマブ製剤 

アバロパラチド酢酸塩製剤 

カプラシズマブ製剤 

乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤 

フレマネズマブ製剤 

メトトレキサート製剤 

チルゼパチド製剤 

ベリムマブ製剤 

イキセキズマブ製剤 

ゴリムマブ製剤 

エミシズマブ製剤 

イカチバント製剤 

サリルマブ製剤 

デュピルマブ製剤 

インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤 

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤 

遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤 

ブロスマブ製剤 

メポリズマブ製剤 

オマリズマブ製剤 

テデュグルチド製剤 

サトラリズマブ製剤 

ガルカネズマブ製剤 

オファツムマブ製剤 

ボソリチド製剤 

エレヌマブ製剤 

アバロパラチド酢酸塩製剤 

カプラシズマブ製剤 

乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤 

フレマネズマブ製剤 

メトトレキサート製剤 

チルゼパチド製剤 



ビメキズマブ製剤 

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤 

ペグバリアーゼ製剤 

ラナデルマブ製剤 

ネモリズマブ製剤 

ペグセタコプラン製剤 

ジルコプランナトリウム製剤 

コンシズマブ製剤 

テゼペルマブ製剤 

オゾラリズマブ製剤 

トラロキヌマブ製剤 

エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ

配合剤 

ベドリズマブ製剤 

ミリキズマブ製剤 

乾燥濃縮人プロテインＣ製剤 

メコバラミン製剤 

ベンラリズマブ製剤 

マルスタシマブ製剤 

ロザノリキシズマブ製剤 

ビメキズマブ製剤 

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤 

ペグバリアーゼ製剤 

ラナデルマブ製剤 

ネモリズマブ製剤 

ペグセタコプラン製剤 

ジルコプランナトリウム製剤 

コンシズマブ製剤 

テゼペルマブ製剤 

オゾラリズマブ製剤 

トラロキヌマブ製剤 

エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配

合剤 

ベドリズマブ製剤 

ミリキズマブ製剤 

乾燥濃縮人プロテインＣ製剤 

メコバラミン製剤 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 


